
�
す
べ
て
の
学
区
に
児
童
館
な

ど
の
子
ど
も
の
居
場
所
を
設
置

し
て
く
だ
さ
い
。

�
暫
定
的
に
、
空
き
店
舗
、
空

き
家
屋
な
ど
を
確
保
し
、
子
ど

も
た
ち
が
自
由
に
活
用
で
き
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

�
こ
の
施
設
に
は
、
管
理
者
だ

け
で
な
く
、
指
導
員
を
配
置
し

て
く
だ
さ
い
。

〈
請
願
者
〉

八
街
市
大
関
73
番
地
６

新
日
本
婦
人
の
会

代
表
　
植
草
清
子

（
審
査
の
結
果
「
不
採
択
」
と

決
定
し
ま
し
た
。）

�
国
保
税
・
介
護
保
険
料
の
引

き
上
げ
を
中
止
し
て
く
だ
さ
い
。

�
病
気
・
リ
ス
ト
ラ
・
倒
産
な

ど
で
収
入
が
途
絶

え
た
世
帯
に
対
す

る
減
免
制
度
の
充

実
を
図
っ
て
く
だ

さ
い
。

〈
請
願
者
〉

八
街
市
大
谷
流

８
５
７
番
地
５

八
街
市
の
国
保
を

良
く
す
る
会

代
表
　
安
西
茂
夫

（
審
査
の
結
果
「
不

採
択
」
と
決
定
し

ま
し
た
。）

�
大
東
３
号
線
北

側
排
水
側
溝
を
道

路
の
高
さ
ま
で
嵩

上
げ
し
、
安
全
の

た
め
蓋
を
し
て
く

だ
さ
い
。

�
大
東
３
号
線
南

側
排
水
側
溝
を
整

備
し
、
隣
接
道
路
の
雨
水
排
水

が
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

�
大
東
３
号
線
バ
イ
パ
ス
予
定

地
か
ら
大
東
４
号
線
ま
で
の
部

分
に
つ
い
て
も
修
繕
舗
装
し
て

く
だ
さ
い
。

〈
請
願
者
〉

八
街
市
大
木
７
８
２
番
地
61

桜
田
秀
雄
　
他
１
０
２
名

（
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な

り
ま
し
た
。）

３
月
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た

次
の
意
見
書
を
国
に
提
出
し
ま

し
た
。

（
他
に
「
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派

兵
を
直
ち
に
中
止
し
、
派
兵
計

画
の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
に

つ
い
て
も
審
議
し
ま
し
た
が
、

否
決
さ
れ
ま
し
た
。）

議 案 の 内 容
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�平成15年度各会計補正予算

�平成16年度各会計予算

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

老 人 保 健 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

学校給食センター事業特別会計

下 水 道 事 業

一 般 会 計
（減税補てん債借換を除く規模）

国民健康保険特別会計

老 人 保 健 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

学校給食センター事業特別会計

下 水 道 事 業

水 道 事 業 会 計

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億５千512万５千円は、過年度分損
益勘定留保資金等で補てんする。

補　正　額

△６億3千690万７千円

８千848万８千円

△８千368万７千円

5千359万円

△１千266万７千円

△５千508万７千円

△７千437万８千円

△684万円

844万５千円

△748万９千円

189億６千200万円

（177億４千681万３千円）

61億４千681万３千円

37億１千242万７千円

19億５千828万４千円

７億３千497万５千円

10億６千17万２千円

収 益 的 収 入

収 益 的 支 出

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

前年度当初比

〃　

〃

〃

〃

〃

〃

△ 1.6％

（△ 7.9％）

8.6％

△ 1.7％

10.1％

△ 3.0％

△ 22.4％

11億７千81万５千円

11億１千760万９千円

１億129万９千円

２億5千642万４千円

補正後の額

187億２千997万４千円

61億335万１千円

36億９千722万２千円

18億５千280万円

７億４千382万１千円

13億５千244万８千円

10億３千783万２千円

11億27万４千円

１億３千421万７千円

３億571万２千円

水道事業

会　　計

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

請
　
　
　
願

国
に
意
見
書
を

提
出
し
ま
し
た

国
に
意
見
書
を

提
出
し
ま
し
た

八街市の国民健康保険事業は、少子高齢化社会を迎え大変厳しい状況にあり、中でも平成
14年の健康保険制度の改正により老人医療の対象年齢を70歳から75歳に段階的に引き上げら
れたことと、３歳未満の乳幼児の給付率が７割から８割に引き上げられたことにより、平成
16年度の国民健康保険の歳出は４億１千800万円の増加が見込まれており、多年にわたり一
般会計からの大幅な繰り入れが続いています。併せて国保の被保険者の所得は、被用者保険
のそれに比べて著しく低く、一方高齢者が多いため同程度の所得の被保険者の負担額を制度
間で比較すれば、国保の被保険者の負担が際だって重くなっています。
また、介護保険の納付金が一人あたり４万２千円に引き上げられることによる納付見込額

が１億700万円の増額が見込まれ、これ以上の負担は滞納者の増加や国保の空洞化を招くこ
とになる恐れがあり、市財政から国保への繰り入れの増加は健全な財政運営に支障を来す事
になるのではないかと懸念いたします。今こそ国庫負担を増額し、被保険者負担と市の財政
支出を抑えるべきです。
よって、国においては国民健康保険に対する国庫負担を増額するように強く求めます。
以上、地方自治法約99条の規定より意見書を提出いたします。

平成16年３月19日
千葉県八街市議会議長　押　尾　　巖

内閣総理大臣　財務大臣　　厚生労働大臣　あて

国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書

◆
す
べ
て
の
学
区
に
児
童
館
の

設
置
を
求
め
る
請
願

◆
国
保
税
・
介
護
保
険
料
の
引

き
上
げ
中
止
を
求
め
る
請
願

◆
市
道
修
繕
舗
装

及
び
排
水
整
備
の

請
願


